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料金表 

 

 

通則 

 

(料金の計算方法等) 

１ 当社は、料金その他の計算について、次の表に規定するとおりとします。 

区分 計算方法 

（１） （２）以外のもの この料金表に規定する税抜額（消費税相当

額を加算しない額をいいます。以下同じと

します。）により行います。 

（２）国際アウトローミングに係る通信料 この料金表に規定する額により行います。 

２ 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、パケット通信料

及びユニバーサルサービス料は料金月（そのパケット通信を開始した日と終了した日と

が異なる料金月となる場合のパケット通信料については、パケット通信が終了した日を

含む料金月とします。）に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料

金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。 

３ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更する

ことがあります。 

 

（基本使用料の日割り） 

４ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料のうち月額で定める料金（以下この項

において「月額料金」といいます｡）をその利用日数に応じて日割りします。ただし、

料金表に別に定める場合は、この限りでありません。 

（１）料金月の起算日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。 

（２）料金月の起算日以外の日に、契約の解除があったとき。 

（３）料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があった

とき。 

（４）料金月の起算日以外の日に、月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、

増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。 

（５）第３７条（基本使用料の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき。 

（６）第２項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。 

５ 前項第１号から第５号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる

日数により行います。この場合、第３７条（基本使用料の支払義務）第２項第３号に規

定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる２４時間をその開始時刻が

属する料金日とみなします。 
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６ 第４項第６号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数によ

り行います。 

 

（端数処理） 

７ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

この料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。 

 

（一括請求の取扱い） 

８ 当社は、契約者から申込みがあったときは、その契約者の契約者回線に係る料金その

他の債務を、当社が提供する他の電気通信サービス（当社が別に契約約款等に定める電

気通信サービスであって、その契約者が指定したものに限ります。以下「統合対象サー

ビス」といいます｡）に係る料金等に合わせて、一括して請求（以下「nojima mobile 

YM一括請求」といいます｡）します。 

９ 当社は、nojima mobile YM一括請求の取扱いを受けている契約者回線について、契約

者からこの取扱いを廃止する申し出があった場合のほか、次に該当する場合には、この

取扱いを廃止します。 

（１）nojima mobile YM契約の承継があり、統合対象サービスが同一名義人に承継され

ないとき。 

（２）nojima mobile YM契約若しくは統合対象サービスの指定の解除があったとき。 

（３）前項の規定によらない手段により支払方法が変更されたとき。 

１０ nojima mobile YM一括請求に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところ

によります。 

 

（料金額の通知） 

１１ 当社は、契約者に対する料金額の通知を当社ホームページの契約者サイトへの掲示

により行います。 

 

（料金等の支払い） 

１２ 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するサー

ビス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 

１３ 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払って

いただきます。 

 

（消費税相当額の加算） 

１４ この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基

づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際アウトローミングに
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係る通信料については、この限りではありません。 

 

(料金の臨時減免) 

１５ 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の

規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。 

１６ 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、当社が指定するサービス

取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。 
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第１表 nojima mobile YMに関する料金 

 

 

第１ 基本使用料 

 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第３６条（料金及び工事に関する費用）及び第３７

条（基本使用料の支払い義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

基本使用料の適用 

（１）基本

使用料の

料金種別

の選択等 

ア 当社は、下表の左欄の契約に基づいて、nojima mobile YM を提供しま

す。 

契約の種類及び種別 料金種別 

一般契約 ＬＴＥプラン（ベーシック） 

定
期
契
約 

第１種定期契約 ＬＴＥプラン（にねん） 

第２種定期契約 ＬＴＥプラン（にねん＋アシスト１６００） 

第３種定期契約 ＬＴＥプラン（にねん＋アシスト２９００） 

第４種定期契約 ＬＴＥプラン（バリューセット） 

第５種定期契約 ＬＴＥプラン（バリューセット ライト） 

第６種定期契約 ＬＴＥプラン（にねん得割） 

イ nojima mobile YMには契約の種別ごとに、アの表の右欄の基本使用料

の料金種別があります。 

ウ 契約者は、あらかじめアの表の契約の種別及び基本使用料の料金種別

を選択していただきます。 

エ 契約者は、本表（２）、（３）、（４）、(５) 、(６) 、（７）及び（８）に

規定する基本使用料の料金種別について、それぞれの欄に定める料金

種別の範囲を超えて、料金種別の変更をする場合、その契約を解除する

と同時に新たな料金種別に係る契約を締結していただきます。この場

合、当社は、その契約の締結があった日を含む料金月の末日まで解除さ

れた契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月から変

更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 
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（２） ベ

ーシック

に係る基

本使用料

の取扱い 

ア ベーシックに係る基本使用料については、この料金表に特段の規定が

ある場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用します。 

イ ベーシックに係る基本使用料の適用を廃止する場合における取り扱い

については、（１）エに定める場合を除き次の表のとおりとします。 

区 分 基本使用料の適用 

ベーシックに係る契約の解除があ

ったとき。 

その契約解除日の前日までの基本

使用料を適用します。 
 

（３） に

ねんに係

る基本使

用料の取

扱い 

ア にねんに係る基本使用料については、この料金表に特段の規定がある

場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用します。 

イ にねんに係る基本使用料の適用を廃止する場合における取り扱いにつ

いては、（１）エに定める場合を除き次の表のとおりとします。 

区 分 基本使用料の適用 

にねんに係る契約の解除があった

とき。 

その契約解除日の前日までの基本

使用料を適用します。 

 
 

（４） に

ねん＋ア

シスト１

６００に

係る基本

使用料の

取扱い 

ア にねん＋アシスト１６００に係る基本使用料については、この料金表

に特段の規定がある場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用

します。 

イ にねん＋アシスト１６００に係る基本使用料の適用を廃止する場合に

おける取り扱いについては、（１）エに定める場合を除き次の表のとお

りとします。 

区 分 基本使用料の適用 

にねん＋アシスト１６００に係る

契約の解除があったとき。 

その契約解除日の前日までの基本

使用料を適用します。 
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（５） に

ねん＋ア

シスト２

９００に

係る基本

使用料の

取扱い 

ア にねん＋アシスト２９００に係る基本使用料については、この料金表

に特段の規定がある場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用

します。 

イ にねん＋アシスト２９００に係る基本使用料の適用を廃止する場合に

おける取り扱いについては、（１）エに定める場合を除き次の表のとお

りとします。 

区 分 基本使用料の適用 

にねん＋アシスト２９００に係る

契約の解除があったとき。 

その契約解除日の前日までの基本

使用料を適用します。 

 

（６） バ

リューセ

ットに係

る基本使

用料の取

扱い 

ア バリューセットに係る基本使用料については、この料金表に特段の規

定がある場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用します。 

イ バリューセットに係る基本使用料の適用を廃止する場合における取り

扱いについては、（１）エに定める場合を除き次の表のとおりとします。 

区 分 基本使用料の適用 

バリューセットに係る契約の解除

があったとき。 

その契約解除日の前日までの基本

使用料を適用します。 
 

（７） バ

リューセ

ット ライ

トに係る

基本使用

料の取扱

い 

ア バリューセット ライトに係る基本使用料については、この料金表に特

段の規定がある場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用しま

す。 

イ バリューセット ライトに係る基本使用料の適用を廃止する場合にお

ける取り扱いについては、（１）エに定める場合を除き次の表のとおり

とします。 

区 分 基本使用料の適用 

バリューセット ライトに係る契約

の解除があったとき。 

その契約解除日の前日までの基本

使用料を適用します。 
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（８） に

ねん得割

に係る基

本使用料

の取扱い 

ア にねん得割に係る基本使用料については、この料金表に特段の規定が

ある場合を除き、２（料金額）に規定する料金額を適用します。 

イ にねん得割に係る基本使用料の適用を廃止する場合における取り扱い

については、（１）エに定める場合を除き次の表のとおりとします。 

区 分 基本使用料の適用 

にねん得割に係る契約の解除があ

ったとき。 

その契約解除日の前日までの基本

使用料を適用します。 

 

ウ にねん得割に係る基本使用料の適用を受ける契約者は、料金表第１表

第２（パケット通信料）１（１）の規定に定める課金対象パケットに係

る通信が発生しない料金月について、２（料金額）に規定する基本使用

料の支払いを要しません。 
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２ 料金額 

１契約ごとに月額 

区 分 料 金 額 

ＬＴＥプラン（ベーシック） １，６００円（税抜） 

ＬＴＥプラン（にねん） ４７７円（税抜） 

ＬＴＥプラン（にねん＋アシスト１６００） ２，０００円（税抜） 

ＬＴＥプラン（にねん＋アシスト２９００） ３，２３９円（税抜） 

ＬＴＥプラン（バリューセット） ２，０００円（税抜） 

ＬＴＥプラン（バリューセット ライト） １，５２４円（税抜） 

ＬＴＥプラン（にねん得割） ４，０７７円（税抜） 
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第２ パケット通信料 

 

１ 適用 

パケット通信料の適用については、第３８条（パケット通信料の支払義務）の規定に

よるほか、次のとおりとします。 

 

パケット通信料の適用 

（１）パケッ

ト通信料の

適用 

契約者がプライベートＩＰアドレスの使用を申し込み、当社がそれを承諾

した場合、パケット通信料の適用は、１料金月の課金対象パケットの総情

報量について１２８バイトまでごとに１の課金対象パケットとし、２（料

金額）に規定する料金額を適用します。 

（２）ＬＴＥ

プランに係

る通信利用

の制限 

ＬＴＥプランに係る料金種別が適用される契約者の通信について、当社が

別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をと

ります。 

（ ２ ） の ２ 

基本使用料

の料金種別

によるパケ

ット通信料

の減額適用 

下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別を選択している契約者は、そ

の契約者回線からのパケット通信料のうち、同表の右欄に規定する料金額

の支払いを要しません。 

１契約者識別番号ごとに月額 

基本使用料の料金種別 支払いを要しない額 

ＬＴＥプラン（にねん得割） （１）に規定した料金額 
 

（３） 基本

使用料の料

金種別によ

る最大パケ

ット通信料

金額の適用 

下表の左欄に規定する基本使用料の料金種別については、その契約者回線

からの（１）の規定によるパケット通信料が同表の右欄に規定する料金額

以上となる場合は、その料金額を適用します。 

１契約ごとに月額 

基本使用料の料金種別 最大パケット通信料金額 

ＬＴＥプランに係る料金種別 
９，５００円 

（税抜） 
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（４）定額支

払いによる

パケット通

信料（フラ

ット）の適

用 

ア 契約者がフラットの適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合、契

約者は（１）及び（３）による料金額に代えて、次に定める料金額の支

払いを要します。 

１契約ごとに月額 

料金額 

３，２１９円 

（税抜） 

イ アに定める料金額については、料金表通則４（基本使用料の日割り）の

規定に準じて、日割り計算を行います。 

ウ フラットの適用の開始は、その契約者回線の提供の開始のあった日か

らとします。ただし、すでに契約されている nojima mobile YM契約に

ついてフラットの適用の申込みが行われた場合は、申込みのあった日

の属する料金月の翌料金月から適用します。 

エ 当社は、フラットの適用を受けているnojima mobile YM契約につい

て、次の表の左欄に規定する場合には、それぞれ同表の右欄に定める

日までフラットを適用します。 

その契約の解除があった場合 契約の解除があった日 

フラットの廃止の申込みが行われ

た場合 

廃止の申込みが行われた日の属す

る料金月の末日 

オ フラットの適用を受ける契約者がその契約を解除すると同時に新たに

契約を締結した場合には、ウ及びエにかかわらず、契約の解除があっ

たnojima mobile YM契約に係るフラットは、当該解除があった日の属

する料金月の末日まで適用することとし、新たに締結したnojima 

mobile YM契約について、当該料金月内にフラットが申し込まれた場

合にあっては、当該フラットは、その翌料金月から適用することとし

ます。 

 

 

（ ４ ） の ２ 

ステップグ

ローバルＩ

Ｐの適用 

ア 契約者がグローバルＩＰアドレスの使用を申し込み、当社がそれを承

諾した場合、（１）及び（３）又は（４）による料金額に代えて、次の

表に定めるステップグローバルＩＰの料金を適用します。 

１契約ごとに月額 

１料金月の課金対象パケットの総情報

量が２ギガバイトまでの場合 

３，２１９円 

（税抜） 
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１料金月の課金

対象パケットの

総情報量が２ギ

ガバイトを超え

る場合 

２ギガバイトまで

の部分 

３，２１９円 

（税抜） 

２ギガバイトを超

える部分 

２ギガバイトまでごとに 

２，０００円 

（税抜） 

イ アの表に定める料金額については、料金表通則４（基本使用料の日割

り）の規定に準じて、日割り計算を行います。ただし、アの表に代え

て、次の表を適用します。 

１契約ごとに月額 

１料金月の課金対象パケットの総情報

量が２ギガバイトを日割り計算した情

報量までの場合 

３，２１９円（税抜）を日割り

計算した料金額 

１料金月の課金

対象パケットの

総情報量が２ギ

ガバイトを日割

り計算した情報

量を超える場合 

２ギガバイトを日

割り計算した情報

量までの部分 

３，２１９円（税抜）を日割り

計算した料金額 

２ギガバイトを日

割り計算した情報

量を超える部分 

２ギガバイトまでごとに 

２，０００円 

（税抜） 

備考 表中「２ギガバイトを日割り計算した情報量」とは、２ギガバイ

トの情報量について、料金表通則４（基本使用料の日割り）の規定

に準じて、ステップグローバルＩＰが適用される日数に応じて日割

りした情報量をいいます。ただし、この計算において、その計算結

果に１バイト未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げま

す。 

ウ ステップグローバルＩＰの適用の開始は、その申込みのあった日から

とします。ただし、すでに契約されている nojima mobile YM契約につ

いてステップグローバルＩＰの適用の申込みが行われた場合は、申込

みのあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 

エ 当社は、ステップグローバルＩＰの適用を受けているnojima mobile 

YM契約について、次の表の左欄に規定する場合には、それぞれ同表の

右欄に定める日までステップグローバルＩＰを適用します。 

その契約の解除があった場合 契約の解除があった日 

 

ステップグローバルＩＰの廃止の

申込みが行われた場合 

廃止の申込みが行われた日の属す

る料金月の末日 
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オ ステップグローバルＩＰの適用を受ける契約者がその契約を解除する

と同時に新たに契約を締結した場合には、ウ及びエにかかわらず、契約

の解除があった nojima mobile YM契約に係るステップグローバルＩＰ

は、当該解除があった日の属する料金月の末日まで適用することとし、

新たに締結した nojima mobile YM契約について、当該料金月内にステ

ップグローバルＩＰが申し込まれた場合にあっては、当該ステップグ

ローバルＩＰは、その翌料金月から適用することとします。 

カ ステップグローバルＩＰの適用を受ける契約者は、グローバルＩＰア

ドレス及びプライベートＩＰアドレスを使用することができます。 

キ ア及びイの料金額を算定するために使用する情報量は、グローバルＩ

Ｐアドレス及びプライベートＩＰアドレスを使用して通信を行った情

報量とします。 

ク ＬＴＥプラン（にねん得割）に係る基本使用料の適用を受ける契約者

について、ステップグローバルＩＰは適用されません。 

（５）nojima 

mobile YM 

ＬＴＥに係

る無線ＩＰ

アクセスサ

ービス 

 

ア 契約者は、無線ＩＰアクセスサービス（当社の無線ＩＰ網を使用して 

インターネットに接続する電気通信サービスをいいます。以下同じと

します。）を利用することができます。 

イ 無線ＩＰアクセスサービスの利用に関しては、料金の支払いを要しま 

せん。 

ウ 当社はこの機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電 

気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 

エ 電波状態により、この機能を利用して送受信された情報等が破損また 

は滅失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を

負わないものとします。 

（６）パケッ

ト通信料の

減免 

 

次のパケット通信については、その料金の支払いを要しません。 

ア 当社のサービス取扱所等に設置されている電気通信設備との間の通信

であって、端末設備内のソフトウェアを書き換えるために行われる通

信（当社が別に定めるものに限ります。） 

イ その他、当社が別に定める通信 

（７）モバイ

ル＆ＢＢ割

の適用 

ア モバイル＆ＢＢ割とは、１の料金月の全部又は一部の期間においてＬ

ＴＥプラン（にねん）、ＬＴＥプラン（にねん＋アシスト１６００）、Ｌ

ＴＥプラン（にねん＋アシスト２９００）、ＬＴＥプラン（バリューセ

ット）、ＬＴＥプラン（バリューセット ライト）又はＬＴＥプラン（に

ねん得割）の料金種別（以下「割引適格料金種別」といいます。）が適

用される契約者が当該料金月の期間において nojima mobile YM契約約
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款（固定データ通信編）に基づき提供するＡＤＳＬ接続サービス（同契

約約款に定めるところにより割引適格料金種別と対応させてモバイル

セット料金が適用されているものに限ります。以下この欄において同

じとします。）又はフレッツ接続サービス（同契約約款に定めるところ

により割引適格料金種別と対応させて提供するものに限ります。以下

この欄において同じとします。）に係る契約（以下「固定データ通信契

約」といいます。）により基本使用料の支払いを要する場合であって、

次の（ア）の表の左欄に掲げる事由に該当するとき、料金の取扱いにつ

いて次の表の右欄に定める通りとすることをいいます。ただし、ＬＴＥ

プラン（にねん得割）に係る基本使用料の適用を受ける契約者について

は、（ア）の表に代えて（イ）の表を適用します。 

（ア）（イ）以外に係るもの 

nojima mobile YM契約約款（固定デ

ータ通信編）に定めるＡＤＳＬ接続

サービスに係る契約について適用す

る場合であって、料金表第１表第２

（パケット通信料）１（１）及び（３）

若しくは（４）又は（４）の２で計算

されたその契約者回線からのパケッ

ト通信料の額（以下この表において

「パケット通信料金額」といいま

す。）が９５３円（税抜）を超えない

とき 

パケット通信料金額の支払いを

要しません。 

nojima mobile YM契約約款（固定デ

ータ通信編）に定めるＡＤＳＬ接続

サービスに係る契約について適用す

る場合であって、パケット通信料金

額が９５３円（税抜）を超えるとき 

パケット通信料金額から９５３

円（税抜）を減額します。 

nojima mobile YM契約約款（固定デ パケット通信料金額の支払いを
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ータ通信編）に定めるフレッツ接続

サービスに係る契約について適用す

る場合であって、パケット通信料金

額が４００円（税抜）を超えないとき 

要しません。 

nojima mobile YM契約約款（固定デ

ータ通信編）に定めるフレッツ接続

サービスに係る契約について適用す

る場合であって、パケット通信料金

額が４００円（税抜）を超えるとき 

パケット通信料金額から４００

円（税抜）を減額します。 

（イ）ＬＴＥプラン（にねん得割）に係るもの 

nojima mobile YM契約約款（固定デ

ータ通信編）に定めるＡＤＳＬ接続

サービスに係る契約について適用す

る場合であって、料金表第１表第１

（基本使用料）に基づいて支払うべ

き料金額が９５３円（税抜）を超えな

いとき 

基本使用料の支払いを要しませ

ん。 

nojima mobile YM契約約款（固定デ

ータ通信編）に定めるＡＤＳＬ接続

サービスに係る契約について適用す

る場合であって、料金表第１表第１

（基本使用料）に基づいて支払うべ

き料金額が９５３円（税抜）を超える

とき 

基本使用料から９５３円（税抜）

を減額します。 

nojima mobile YM契約約款（固定デ

ータ通信編）に定めるフレッツ接続

サービスに係る契約について適用す

る場合であって、料金表第１表第１

（基本使用料）に基づいて支払うべ

き料金額が４００円（税抜）を超えな

いとき 

基本使用料の支払いを要しませ

ん。 

nojima mobile YM契約約款（固定デ

ータ通信編）に定めるフレッツ接続

サービスに係る契約について適用す

基本使用料から４００円（税抜）

を減額します。 
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る場合であって、料金表第１表第１

（基本使用料）に基づいて支払うべ

き料金額が４００円（税抜）を超える

とき 

イ モバイル＆ＢＢ割の適用においては、１の nojima mobile YM契約に対

し１の固定データ通信契約を対応させるものとします。 

ウ モバイル＆ＢＢ割を適用するにあたり、１の nojima mobile YM契約と

対応させることができる契約として、ＡＤＳＬ接続サービス及びフレ

ッツ接続サービスの双方の固定データ通信契約がある場合、ＡＤＳＬ

接続サービスに係る契約を対応させるものとします。 

エ アの表の右欄に掲げる「パケット通信量金額」については、当社が提供

する他の電気通信サービス等（当社が別に規約等に定める電気通信サ

ービスであって、その契約者が指定したものに限ります）で別に定める

場合があります。 

オ ＬＴＥプラン（にねん得割）に係る基本使用料の適用を受ける契約者

について、料金表第１表第１（基本使用料）１（９）ウの規定に基づき

基本使用料の支払いを要しない場合、モバイル＆ＢＢ割は適用されま

せん。 
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２ 料金額 

 

区 分 料金額 

ＬＴＥプランに係る料金種別 
１課金対象パケットごとに０．０４円 

（税抜） 
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第３ 国際アウトローミングに係る通信料 

 

１ 適用 

国際アウトローミングに係る通信料の適用については、第５８条（国際アウトローミ

ングの利用等）の規定によるほか、次のとおりとします。 

 

国際アウトローミングに係る通信料の適用 

（１）通信の区

別等 

ア 国際アウトローミングに係る通信の区別には、パケット通信があ

ります。 

イ 国際アウトローミングにより利用できる通信の区別は、その国際

アウトローミングに係る外国事業者ごとに異なるものとし、ワイ

モバイルのホームページ等において掲示するところによります。 

ウ 当社は、端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を

受けたとき、又は一定時間内にその接続確認が取れなかったとき

はパケット通信を切断します。 

（２）国際アウ

トローミング

に係る通信料

の適用 

国際アウトローミングに係る通信料は、ワイモバイルのホームページ

等において掲示するとおりとします 

（３）国際アウ

トローミング

に係る通信料

の適用 

ア 国際アウトローミングに係る通信料は、その通信の区別に応じて

第５８条（国際アウトローミングの利用等）第２項の規定により測

定した通信時間、情報量又は通信回数と２（料金額）の規定により

算定した額を適用します。 

イ 国際アウトローミングに係るパケット通信料は、１のセッション

（当社が通信をできる状態にした時刻から起算してその通信を切

断した時刻までの間をいいます。）が完了するごとに情報量を測定

し、２（料金額）の規定により算定した額を適用します。 

ウ 国際アウトローミングに係るパケット通信量は、課金対象パケッ

トが通信の相手先に到達しなかった場合であっても、そのパケッ

トについては、情報量の測定の対象となります。 

エ 国際アウトローミングに係る通信料については、契約者が国際ア

ウトローミングを利用した日を含む料金月の翌料金月以降に算定

されることがあります。 

 

（注）国際アウトローミングの利用にあたって、料金表第１表第２（パ

ケット通信料）の規定は適用されません。 
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２ 料金額 

国際アウトローミング通信料の料金額については、ワイモバイルのホームページ等

において掲示するとおりとします。 
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第４ 契約解除料 

 

１ 適用 

契約解除料の適用については、第３９条（定期契約に係る契約解除料の支払義務）の

規定によるほか、次のとおりとします。 

契約解除料の適用 

（１）定期契約

に係る契約

解除料の適

用 

ア 第１種定期契約及び第６種定期契約に係る契約解除料は、２（料

金額）２－１に規定する額を適用します。 

イ 第２種定期契約、第３種定期契約、第４種定期契約及び第５種定

期契約に係る契約解除料は、その定期契約の種別及び経過期間に

応じて、２（料金額）２－２に規定する額を適用します。 

ウ 第２種定期契約及び第３種定期契約に関するイに規定する経過

期間は、定期契約を締結した日を含む料金月（以下「契約月」と

いいます。）の翌月から起算して、解除があった日を含む料金月

（以下「解除月」といいます。）までの月数とします。契約月と

解除月が同じ月である場合、１ヶ月とみなします。 

エ 第４種定期契約及び第５種定期契約に関するイに規定する経過

期間は、契約月から起算して、解除月までの月数とします。 

オ エの規定にかかわらず、契約を解除すると同時に新たに第４種定

期契約又は第５種定期契約を締結したとき、新たに締結した第４

種定期契約又は第５種定期契約に関するイに規定する経過期間

は、契約月の翌月から起算して、解除月までの月数とします。契

約月と解除月が同じ月である場合、１ヶ月とみなします。 

（２）契約解除料

の支払いを

要しない場

合 

契約者は、次の場合には、２（料金額）に規定する契約解除料の支払

いを要しません。 

ア 満了日を含む料金月の翌料金月又はその翌料金月に、第２０条第

１項の規定に基づき更新された第１種定期契約若しくは第６種

定期契約、又は同条第２項の規定に基づき変更された第１種定期

契約の解除があったとき。 

イ 満了月に第１種定期契約若しくは第６種定期契約を解除すると

同時に新たに契約を締結したとき。 

ウ 第１種定期契約を解除すると同時に新たに第２種定期契約、第３

種定期契約、第４種定期契約、第５種定期契約又は第６種定期契

約を締結したとき。 

エ 第６種定期契約を解除すると同時に新たに第１種定期契約、第２

種定期契約、第３種定期契約、第４種定期契約、第５種定期契約
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又は第６種定期契約を締結したとき。 
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２ 料金額 

 

２－１ 第１種定期契約及び第６種定期契約 

 

第１種定期契約及び第６種定期契約 ９，５００円（税抜) 

 

２－２ 第２種定期契約、第３種定期契約、第４種定期契約及び第５種定期契約 

 

 

 料金額 

第２種定期契約 第３種定期契約 第４種定期契約 第５種定期契約 

にねん＋アシスト１６００ にねん＋アシスト２９００ バリューセット バリューセット ライト 

経 

過 

期 

間 

１ヶ

月 

３６，５７２円 

（税抜） 

６６，２８６円 

（税抜） 

２８，５７２円 

（税抜） 

１７，１４３円 

（税抜） 

２ヶ

月 

３５，４２９円 

（税抜） 

６３，９０５円 

（税抜） 

２８，５７２円 

（税抜） 

１７，１４３円 

（税抜） 

３ヶ

月 

３４，２８６円 

（税抜） 

６１，５２４円 

（税抜） 

２７，７４３円 

（税抜） 

１６，８１０円 

（税抜） 

４ヶ

月 

３３，１４３円 

（税抜） 

５９，１４３円 

（税抜） 

２６，９１５円 

（税抜） 

１６，４７７円 

（税抜） 

５ヶ

月 

３２，０００円 

（税抜） 

５６，７６２円 

（税抜） 

２６，０８６円 

（税抜） 

１６，１４３円 

（税抜） 

６ヶ

月 

３０，８５８円 

（税抜） 

５４，３８１円 

（税抜） 

２５，２５８円 

（税抜） 

１５，８１０円 

（税抜） 

７ヶ

月 

２９，７１５円 

（税抜） 

５２，０００円 

（税抜） 

２４，４２９円 

（税抜） 

１５，４７７円 

（税抜） 

８ヶ

月 

２８，５７２円 

（税抜） 

４９，６１９円 

（税抜） 

２３，６００円 

（税抜） 

１５，１４３円 

（税抜） 

９ヶ

月 

２７，４２９円 

（税抜） 

４７，２３９円 

（税抜） 

２２，７７２円 

（税抜） 

１４，８１０円 

（税抜） 

１０

ヶ月 

２６，２８６円 

（税抜） 

４４，８５８円 

（税抜） 

２１，９４３円 

（税抜） 

１４，４７７円 

（税抜） 

１１

ヶ月 

２５，１４３円 

（税抜） 

４２，４７７円 

（税抜） 

２１，１１５円 

（税抜） 

１４，１４３円 

（税抜） 
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１２

ヶ月 

２４，０００円 

（税抜） 

４０，０９６円 

（税抜） 

２０，２８６円 

（税抜） 

１３，８１０円 

（税抜） 

１３

ヶ月 

２２，８５８円 

（税抜） 

３７，７１５円 

（税抜） 

１９，４５８円 

（税抜） 

１３，４７７円 

（税抜） 

１４

ヶ月 

２１，７１５円 

（税抜） 

３５，３３４円 

（税抜） 

１８，６２９円 

（税抜） 

１３，１４３円 

（税抜） 

１５

ヶ月 

２０，５７２円 

（税抜） 

３２，９５３円 

（税抜） 

１７，８００円 

（税抜） 

１２，８１０円 

（税抜） 

１６

ヶ月 

１９，４２９円 

（税抜） 

３０，５７２円 

（税抜） 

１６，９７２円 

（税抜） 

１２，４７７円 

（税抜） 

１７

ヶ月 

１８，２８６円 

（税抜） 

２８，１９１円 

（税抜） 

１６，１４３円 

（税抜） 

１２，１４３円 

（税抜） 

１８

ヶ月 

１７，１４３円 

（税抜） 

２５，８１０円 

（税抜） 

１５，３１５円 

（税抜） 

１１，８１０円 

（税抜） 

１９

ヶ月 

１６，０００円 

（税抜） 

２３，４２９円 

（税抜） 

１４，４８６円 

（税抜） 

１１，４７７円 

（税抜） 

２０

ヶ月 

１４，８５８円 

（税抜） 

２１，０４８円 

（税抜） 

１３，６５８円 

（税抜） 

１１，１４３円 

（税抜） 

２１

ヶ月 

１３，７１５円 

（税抜） 

１８，６６７円 

（税抜） 

１２，８２９円 

（税抜） 

１０，８１０円 

（税抜） 

２２

ヶ月 

１２，５７２円 

（税抜） 

１６，２８６円 

（税抜） 

１２，０００円 

（税抜） 

１０，４７７円 

（税抜） 

２３

ヶ月 

１１，４２９円 

（税抜） 

１３，９０５円 

（税抜） 

１１，１７２円 

（税抜） 

１０，１４３円 

（税抜） 

２４

ヶ月 

１０，２８６円 

（税抜） 

１１，５２４円 

（税抜） 

１０，３４３円 

（税抜） 

９，８１０円 

（税抜） 
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第５ 手続きに関する料金 

 

１ 適用 

手続きに関する料金の適用については、第４０条（手続きに関する料金の支払義務）

の規定によるほか、次のとおりとします。 

 

手続きに関する料金の適用 

（１）手続きに関

する料金の適

用 

手続きに関する料金は、次のとおりとします。 

料金種別 内 容 

契約事務手数

料 

nojima mobile YMの契約の申込みを行い、そ

の承諾を受けたときに支払いを要する料金 

ＥＭ ｃｈｉｐ 

再発行手数料 

ＥＭ ｃｈｉｐの紛失、盗難又は毀損その他の

理由により新たなＥＭ ｃｈｉｐの貸与を請求

し、その承諾を受けたときに支払いを要する料

金 

払込処理手数

料 

当社が指定するサービス取扱所又は金融機関

等において料金等を支払う際に必要となる書

面を発行したときに支払を要する料金 
 

（２）契約事務手

数料の適用 

契約者がその契約を解除すると同時に新たに契約を締結したとき

は、２（料金額）に規定する契約事務手数料の支払を要しません。 
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２ 料金額 

 

料金種別 単位 料金額 

契約事務手数料 １契約ごとに ３，０００円 

(税抜) 

ＥＭ ｃｈｉｐ再発行手数料 １請求ごとに ３，０００円 

(税抜) 

払込処理手数料 １書面ごとに ２００円 

(税抜) 
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第６ ユニバーサルサービス料 

 

１ 適用 

ユニバーサルサービス料の適用については、第４１条（ユニバーサルサービス料の

支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

 

ユニバーサルサービス料の適用 

（１）ユニバーサルサービス

料の適用 

ア 契約者は、その料金月の末日において、その契約を

締結している場合、２（料金額）に定めるユニバーサ

ルサービス料の支払を要します。ただし、次のいずれ

かに該当する場合は、この限りでありません。 

（ア） 料金月の末日に契約の解除があったとき 

（イ） 料金表第１表第１（基本使用料等）１（９）

ウに定める規定に基づき基本使用料の支払い

を要しないとき。 

イ ユニバーサルサービス料については、日割りは行い

ません。 

 

２ 料金額 

                           １契約ごとに月額 

区 分 料金額 

ユニバーサルサービス料 ２円（税抜） 
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第２表 工事費 

 

工事費は別に算定する実費とします。 

 

 

 

第３表 付随サービスに関する料金 

１ 適用 

付随サービスに関する料金の適用については、別記３（付随サービスの提供）の規定

によります。 

 

２ 料金額 

区 分 単 位 料金額 

請求書発行手数料 １発行ごとに 
２００円 

（税抜） 

請求書再発行手数料 １発行ごとに 
２００円 

（税抜） 

利用明細手数料 １発行ごとに 
２００円 

（税抜） 

利用明細再発行手数料 １発行ごとに 
２００円 

（税抜） 

支払証明書等発行手数料 １発行ごとに 
４００円 

(税抜) 

その他証明書の発行手数料 １発行ごとに 
４００円 

(税抜) 
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附則 

（実施期日） 

１ この約款は、平成２４年４月１日から実施します。 

（基本使用料の料金種別に関する経過措置） 

２ 前項の規定にかかわらず、料金表第１表第１（基本使用料）１（適用）に定めるＬＴＥ

プラン（ベーシック）及びＬＴＥプラン（にねん）に係る規定は、当社が別に定める日か

ら実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２４年６月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２４年７月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２５年１月１７日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２５年２月７日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２５年３月７日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２６年６月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２６年６月７日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２６年７月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 
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 この改正規定は、平成２６年８月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２７年１月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成２７年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成２７年３月１日以降、第６種定期契約の申込みはできません。なお、この改正規定

の際現に、契約者が改正前の規定により適用を受けている場合の料金その他の提供条件（当

社が認めるものに限ります。）については、なお従前のとおりとします。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２７年４月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２７年５月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２７年６月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２７年７月１５日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成２７年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成２７年１０月１日以降、nojima mobie YM LTEの申込みはできません。なお、この

改正規定の際現に、契約者が改正前の規定により適用を受けている場合の料金その他の

提供条件（当社が認めるものに限ります。）については、なお従前のとおりとします。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２７年１２月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２７年１２月２６日から実施します。 
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附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２８年５月２１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２８年８月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２８年１１月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２９年１月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２９年３月２１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成２９年７月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成２９年１１月１日から実施します。 

（特例） 

２ この改正規定実施の日において、当社が別に指定する移動無線装置を利用している契

約者と当社が認めた場合、第３条（用語の定義）の３ ＥＭＯＢＩＬＥ通信サービスの右

欄の「ＦＤＤ－ＬＴＥ方式又はＤＳ－ＣＤＭＡ方式」については、「ＡＸＧＰ方式、ＴＤ

Ｄ－ＬＴＥ方式、ＦＤＤ－ＬＴＥ方式又はＤＳ－ＣＤＭＡ方式」と読み替えて適用します。 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成３０年１月１日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成３０年２月１日から実施します。 

（特例） 

２ この改正規定実施の日において、当社が別に指定する移動無線装置 を利用している 

契約者と当社が認めた場合、nojima mobile YMの提供を終了します。 

ただし、この日において、契約者が nojima mobile YM契約を継続する意思があるものと 
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当社が認めた場合、従前の提供条件により提供します。 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった nojima mobile YM等の

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 


